
愛 知 県 の 融 資 制 度 （金利は平成２３年１０月１日現在。金利は年度途中でも改定することがあります。）    
 

商工業振興資金 一般事業資金 
制 度 名 

通常資金 小規模企業資金 
（※責任共有制度対象外） 

短期資金 中期資金 長期資金 

 

中小企業組織強化資金

融資対象者 

従業員数が５０人（商業・

サービス業は３０人）以下

の会社、個人、企業組合、

医療法人 

従業員数が２０人（商業・

サービス業は ５人）以下

の会社、個人、企業組合、

医療法人等 

中小企業者 

㈱商工組合中央金庫（以下「商

工中金」）の融資対象資格があ

る組合 

 

資金使途 

・融資限度額 

設備資金・運転資金 

５，０００万円 

設備資金・運転資金 
１，２５０万円 

（申込額を含め保証協会保証

付き融資残高が1,250 万円

以内であること。） 

運転資金 

３，０００万円 

（協同組合等 
 ５，０００万円） 

設備資金・運転資金

８，０００万円 

設備資金・運転資金

１億円 

運転資金 

３億円 
(転貸の場合は1組合員3,000万円)

融資期間・利率 

３年 年１．６％ 
５年 年１．７％ 
７年 年１．８％ 

（据置原則６か月） 

３年 年１．４％ 
５年 年１．５％ 
７年 年１．６％ 

（据置原則６か月） 

１年 金融機関所定 ３年 年１．７％
５年 年１．８％

 

（据置原則６か月） 

７年 年１．９％
10年 年２．０％
（10年は設備のみ） 

（据置原則1年） 

１年 商工中金所定 

担保・保証人 保証協会所定 保証協会所定 保証協会所定 
保証協会 

又は金融機関所定

保証協会 

又は金融機関所定
商工中金所定 

信用保証 要 要 要 選択 選択 － 

 

経 済 環 境 適 応 資 金 

サポート資金 パワーアップ資金 
 

 

 

制 度 名 

セーフティネット 
（※責任共有制度対象外） 

経営あんしん 経済対策特別 
※平成24年3月31日まで 円高対応緊急枠 企業力強化 

環境 
・省エネ

企業立地 
商店街 

・観光 

防災 
・危機管理

 

創業等支援資金
(※責任共有制度対象外)

 
中小企業再生
支援資金 

 

 

 

 

融資対象者 

全国的に業況が悪化してい

る業種を営み売上げが減少

している企業など、中小企

業信用保険法第２条第４項

第１号、第２号、第５号、

第６号の認定を受けた特定

中小企業者 

(1) 最近３か月間の月平均売上高

が、前年同期又は２年前同期の

月平均売上高に比べて3％以上

減少している中小企業者（平成

24年3月31日まで） 

(2) 県認定倒産企業者に対して売

掛金等の債権が50万円以上ある

中小企業者又は県認定倒産企業

者との取引額が全取引額の 20％

以上の中小企業者 

(3) 中小企業信用保険法第２条第

４項第７号及び第８号の認定を

受けた特定中小企業者 

(1) 最近３か月間の月平均売

上高総利益額（粗利益）が

前年同期又は２年前同期の

月平均売上高総利益額に比

べて3％以上減少している

中小企業者 

＜震災要件＞ 

(2) 東日本大震災の影響を直

接的に又は間接的に受け、

直近１か月の売上高又は売

上高総利益額（以下。「売上

高等」）が、前年同月又は２

年前同月の売上高等に比べ

て減少している中小企業者 
 
(注)売上高総利益額 

    ＝売上高―売上原価 

円高の影響を直接的に又

は間接的に受け、直近１

か月の売上高又は売上高

総利益額（以下、「売上高

等」）が、前年同月又は２

年前同月の売上高等に比

べて減少している中小企

業者 

(1) 製造業（物品の加工、修理業を含む）
又は卸売業を営む中小企業者で輸出品
の製造、加工、集荷又は輸入を行う者 

(2) 中小企業新事業活動促進法に基づく
経営革新計画等の承認を受けた中小企
業者 

(3) 新技術の導入や研究開発、先端技術設
備の導入を行う中小企業者 

(4) 事業転換を実施する中小企業者 
(5) (財)あいち産業振興機構の有望ビジネ
ス評価委員会で有望な事業と評価を受
けた中小企業者 

(6) 労働力確保法に基づく改善計画の認
定を受け、雇用管理の改善を行う中小企
業者 

(7) ワーク・ライフ・バランスの推進を図
る中小企業者又は県ファミリー・フレン
ドリー企業の登録を受けた中小企業者 

環境負荷低減設

備を導入し、省エ

ネに取り組む中

小企業者 

 

(1) 工場適地等に
立地しようとす
る製造業、物流
業（道路貨物運
送業、水運業、
航空運輸業、倉
庫業、運輸に附
帯するサービス
業に限る）、ソフ
トウェア業又は
情報処理サービ
ス業を営む中小
企業者 

(2) 企業立地促進
法に基づく企業
立地計画、事業
高度化計画の承
認を受けた中小
企業者 

(1) 商店街等の

魅力アップ計

画を実施する

中小企業者 

(2) 観光振興の

ためのイベン

トや設備投資

を行う中小企

業者 

 

(1) 防災のため

の施設・設備の

設置及び補強

等を行う中小

企業者 

(2) 事業継続計

画（ＢＣＰ）を

策定、実施する

中小企業者 

 

次のいずれかに該当する
創業者又は創業者である
中小企業者 
① 事業を営んでいない
個人が、１か月以内に
個人で又は２か月以内
に会社を設立し、事業
を開始すること 

② 中小企業者である会
社が新たに会社を設立
すること 

③ 事業を営んでいない
個人が個人又は会社で
事業を開始後５年を経
過していないこと 

④ 会社が設立した中小
企業者である会社であ
って、設立後５年を経
過していないこと 

(1) 愛知県中小企

業再生支援協議

会の支援を受け

て再生計画を策

定した中小企業

者 

(2) 愛知県中小企

業再生支援協議

会の支援を受け

て第二会社方式

による「中小企

業承継事業再生

計画」を策定し、

国の認定を受け

た中小企業者 

 
認定等 

（相談先） 

要 

（各市町村商工担当課） 

要 

（(1)(2)取扱金融機関等、 

(3)各市町村商工担当課） 

要 

（取扱金融機関） 

要 

（取扱金融機関） 

一部要 

（(2)県産業労働部各課、(3)一部、県地域

産業課、(5)あいち産業振興機構、(6)県

就業促進課、(7)県労働福祉課） 

－ 

要 

(県産業立地 

通商課） 

要 
((1)各商工会議所・商

工会、愛知県中小企業

団体中央会、愛知県商

店街振興組合連合会、

(2)愛知県観光協会) 

－ － 

要 
(愛知県中小企業

再生支援協議会) 

 

資金使途 
・融資限度額 

設備資金・運転資金 

 

８，０００万円 

運転資金 

 

８，０００万円 

(融資対象者(3)の場合、設備資金

も可) 

設備資金・運転資金 

 

１億円 

設備資金・運転資金 

 

１億円 

設備資金・運転資金 

 

１億5,000万円 

（融資対象者(1)の場合、運転資金 1,500

万円） 

設備資金・運転

資金 

１億5,000万円

設備資金・運転 
資金 

１０億円 
（平成 25 年 3 月 31
日まで。通常2億円) 
((1)(2)各々で、保証
付限度額は 2 億
8,000万円） 

設備資金・運転

資金 

２億円 

設備資金・運転

資金 

3,000万円 

設備資金・運転資金

2,500万円 
（融資対象者②④の場合、
1,500 万円。また、新たに開
業しようとする個人の場合
で、1,000 万円を超過する金
額については自己資金の範囲
内） 

設備資金・運転

資金 

１億円 

 
 

融資期間・利率 

３年 年１．４％ 

５年 年１．５％ 

７年 年１．６％ 

 

（3、5年は据置原則6か月、 
7年は据置原則1年） 

３年 年１．５％ 

５年 年１．６％ 

７年 年１．７％ 

 

（3、5年は据置原則6か月、 
7年は据置原則1年） 

３年 年１．５％ 

５年 年１．６％ 

７年 年１．７％ 
10年(設備のみ)年１．８％ 
（3、5年は据置原則6か月、 

7、10年は据置原則1年） 

３年 年１．４％ 

５年 年１．５％ 

７年 年１．６％ 
10年(設備のみ)年1.７％
（3、5年は据置原則6か月、

7、10年は据置原則1年）

融資対象者(1)  (一時返済) 

 １年(運転のみ)年１．５％ 

融資対象者(2)～(7)  （据置原則6か月）

 ５年 年１．７％ 

７年 年１．８％ 

10年(設備のみ)年１．９％ 

５年 年１．７％

７年 年１．８％

10年(設備のみ) 

年１．９％

 

（据置原則６か月）

３年 年１．６％ 
５年 年１．７％ 
７年 年１．８％ 
10 年(設備のみ) 

年１．９％ 
（3、5 年は据置原則
6か月、7、10年は
据置原則1年） 

３年 年１．５％ 
５年 年１．６％ 
７年 年１．７％ 
10 年(設備のみ) 

年１．８％ 
 

(据置原則6か月) 

５年 年１．７％
７年(設備のみ) 

年 1.８％

 

（5年は据置原則 
6か月、7年は据
置原則1年） 

５年 年１．７％ 

７年 年１．８％ 

 

 

（据置原則6か月） 

７年(運転のみ) 

年１．９％

10年（設備のみ） 

年２．０％

 

(据置原則1年) 
 

(経済環境適応資金) 

担保・保証人 
保証協会所定 

ただし、パワーアップ資金は保証協会所定又は金融機関所定。 
(経済環境適応資金) 

信用保証 
要 

ただし、パワーアップ資金は選択。 
※無担保信用保証枠の拡大措置 

 サポート資金【経済対策特別】及び中小企業再生支援資金（融資対象者(1)のみ）において拡大措置あり。

 ◎申込み先は、県内の銀行、信用金庫、信用組合、商工中金です。表紙の「取扱金融機関」の欄をご覧ください。一部の資金では、愛知県信用保証協会等へ直接、お申込みができます。＝中小企業金融課のホームページ http://www.pref.aichi.jp/kinyu/もご覧ください。＝ 

 

経済環境適応資金 

サポート資金 

 

制 度 名 

震災復興 
（※責任共有制度対象外） 
※平成24年3月31日まで 

 

融資対象者 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律第１２８条第１項第

１号、第２号又は第３号に規定する中小企

業者として、その住所地を管轄する市町村

長の証明又は認定を受けていること 
 
認定等 

（相談先） 

要 

(各市町村商工担当課) 
 
資金使途 
・融資限度額 

設備資金・運転資金 

２億８，０００万円 

 
 

融資期間・利率 

３年 年１．１％ 
５年 年１．３％ 
７年 年１．４％ 

10年(設備のみ)年1.5％ 
（3、5年は据置原則6か月、 

7、10年は据置原則1年） 


